
給実甲第１３９２号

令和８年４月１日

人 事 院 事 務 総 長

給実甲第４３４号の一部改正について（通知）

給実甲第４３４号（住居手当の運用について）の一部を下記のとおり改正した

ので、令和８年４月１日以降は、これによってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」

という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、こ

れを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応

する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。

改 正 後 改 正 前

規則第４条関係 規則第４条関係

１ 第１項の「満１８歳に達する １ 「満１８歳に達する日以後の

日以後の最初の３月３１日まで 最初の３月３１日までの間にあ

の間にある子が居住するための る子が居住するための住宅」

住宅」は、当該子が居住してい は、当該子が居住している住宅

る住宅であって、当該子の生活 であつて、当該子の生活の本拠

の本拠となっているものに限る となつているものに限るものと



ものとする。 する。

２ 第１項に規定する職員には、 ２ この条に規定する職員には、

職員の扶養親族たる者が借り受 職員の扶養親族たる者が借り受

けた住宅に居住する人事院規則 けた住宅に居住する人事院規則

９―８９（単身赴任手当）第５ ９―８９（単身赴任手当）第５

条第２項第３号に規定する満１ 条第２項第３号に規定する満１

８歳に達する日以後の最初の３ ８歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある子（以 月３１日までの間にある子（以

下「単身赴任手当の支給要件に 下「単身赴任手当の支給要件に

係る子」という。）がある職員 係る子」という。）がある職員

で、その住宅の家賃を支払って で、その住宅の家賃を支払つて

いるものを含むものとし、単身 いるものを含むものとし、単身

赴任手当の支給要件に係る子が 赴任手当の支給要件に係る子が

職員又はその扶養親族たる者と 職員又はその扶養親族たる者と

職員の一親等の血族又は姻族で 職員の一親等の血族又は姻族で

ある者とが共同して借り受けて ある者とが共同して借り受けて

いる住宅に当該一親等の血族又 いる住宅に当該一親等の血族又

は姻族である者と同居し、職員 は姻族である者と同居し、職員

がその家賃を支払っている場合 がその家賃を支払つている場合

においては、その生計を主とし においては、その生計を主とし

て支えている職員に限り第１項 て支えている職員に限りこの条

に規定する職員に含まれるもの に規定する職員に含まれるもの

とする。 とする。

３ ２に定める場合を除き、住宅 ３ ２に定める場合を除き、住宅

を借り受けた者と共にその借受 を借り受けた者と共にその借受

けに係る住宅に居住する単身赴 けに係る住宅に居住する単身赴



任手当の支給要件に係る子があ 任手当の支給要件に係る子があ

る職員は、家賃を事実上負担し る職員は、家賃を事実上負担し

ている場合においても、第１項 ている場合においても、この条

に規定する職員たる要件を具備 に規定する職員たる要件を具備

している職員には該当しない。 している職員には該当しない。

４ 第１項に規定する家賃は、給 ４ この条に規定する家賃は、給

与法第１１条の１０関係の３に 与法第１１条の１０関係の３に

定めるところと同様とする。 定めるところと同様とする。

５ 第１項の「人事院の定める住 ５ 「人事院の定める住宅」は、

宅」は、次に掲げる住宅で、学 次に掲げる住宅で、学生寮等単

生寮等単身赴任手当の支給要件 身赴任手当の支給要件に係る子

に係る子が職員と同居して生活 が職員と同居して生活を営むた

を営むための住宅でないと明ら めの住宅でないと明らかに認め

かに認められる住宅以外のもの られる住宅以外のもの（国家公

（国家公務員宿舎法（昭和２４ 務員宿舎法（昭和２４年法律第

年法律第１１７号）第１３条の １１７号）第１３条の規定によ

規定による有料宿舎並びに規則 る有料宿舎並びに規則第３条に

第３条に規定する職員宿舎及び 規定する職員宿舎及び住宅を除

住宅を除く。）とする。ただ く。）とする。ただし、単身赴

し、単身赴任手当の支給要件に 任手当の支給要件に係る子が２

係る子が２人以上ある場合にお 人以上ある場合において、その

いて、そのうちのいずれかの子 うちのいずれかの子が官署を異

が官署を異にする異動又は在勤 にする異動又は在勤する官署の

する官署の移転（新たに俸給表 移転（新たに俸給表の適用を受

の適用を受ける職員となった者 ける職員となつた者にあつては

にあっては当該適用、派遣法第 当該適用、派遣法第２条第１項



２条第１項の規定による派遣、 の規定による派遣、官民人事交

官民人事交流法第２条第３項に 流法第２条第３項に規定する交

規定する交流派遣、法科大学院 流派遣、法科大学院派遣法第１

派遣法第１１条第１項の規定に １条第１項の規定による派遣、

よる派遣、福島復興再生特別措 福島復興再生特別措置法（平成

置法（平成２４年法律第２５ ２４年法律第２５号）第４８条

号）第４８条の３第１項若しく の３第１項若しくは第８９条の

は第８９条の３第１項の規定に ３第１項の規定による派遣、令

よる派遣、令和三年オリンピッ 和三年オリンピック・パラリン

ク・パラリンピック特措法第１ ピック特措法第１７条第１項の

７条第１項の規定による派遣、 規定による派遣、平成三十一年

平成三十一年ラグビーワールド ラグビーワールドカップ特措法

カップ特措法第４条第１項の規 第４条第１項の規定による派

定による派遣、令和七年国際博 遣、令和七年国際博覧会特措法

覧会特措法第２５条第１項の規 第２５条第１項の規定による派

定による派遣若しくは令和九年 遣若しくは令和九年国際園芸博

国際園芸博覧会特措法第１５条 覧会特措法第１５条第１項の規

第１項の規定による派遣から職 定による派遣から職務に復帰し

務に復帰した職員又は人事院規 た職員又は人事院規則１１―４

則１１―４（職員の身分保障） （職員の身分保障）第３条第１

第３条第１項第１号から第４号 項第１号から第４号までの規定

までの規定による休職から復職 による休職から復職した職員に

した職員にあっては当該復帰又 あっては当該復帰又は復職。以

は復職。以下同じ。）の直前の 下同じ。）の直前の住居であつ

住居であった住宅に居住してい た住宅に居住しているときは、

るときは、この限りでない。 この限りでない。



一 官署を異にする異動又は在 一 官署を異にする異動又は在

勤する官署の移転の直前の住 勤する官署の移転の直前の住

居であった住宅から単身赴任 居であつた住宅から単身赴任

手当の支給要件に係る子が転 手当の支給要件に係る子が転

居した場合における転居後の 居した場合における転居後の

住宅（更に転居した場合にお 住宅（更に転居した場合にお

ける転居後の住宅を含む。二 ける転居後の住宅を含む。二

及び三において同じ。） 及び三において同じ。）

二・三 （略） 二・三 （略）

６ 在外公館の名称及び位置並び （新設）

に在外公館に勤務する外務公務

員の給与に関する法律（昭和２

７年法律第９３号）第２条第１

項に規定する在外職員に対する

５の三の規定の適用について

は、同規定中「給実甲第６６０

号」とあるのは「在外単身赴任

手当の支給に関する規則（令和

８年外務省令第１５号）第３条

第１項第１号の規定又は給実甲

第６６０号」と、「又は」とあ

るのは「若しくは」と、「規定

により単身赴任手当」とあるの

は「規定（同令第３条第１項第

２号の規定により人事院規則

９―８９第５条第２項の規定の



例による場合を含む。）により

在外単身赴任手当」とする。

以 上


